
住まいの耐震化を
すぐに始めましょう！

自分自身と家族の命守りたい...!

このチラシに関するお問い合せ先

熊本地震本震は、発生確率が0～0.9%でしたが、それでも住家全
半壊が約43,000棟に及ぶ甚大な被害をもたらしました。宮崎県全
域に甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震は、30年以内に
70～80%で発生します。明日起こってもおかしくありません。

耐震化の必要性

①あなたとご家族を守れるのはあなた自身です!

新富町役場都市建設課建築係 ℡0983-33-6017

②まちの人々を守れるのもあなた自身です!

③被災後のことを考えてみましょう!

自宅が倒壊したら、あなたやご家族は命を落とします。生きていても下
敷きになれば、津波や火災から逃れることは困難です。

倒壊した自宅が、道をふさいで救急車や消防車が通れなくなり、多くの
人が亡くなるかもしれません。

命が助かっても、自宅が倒壊したら長期間の避難所生活です。避難所では
自宅のような生活環境は望めません。心身の疲労も大きいと言われていま
す。

宮崎県木造建築物等地震対策促進事業のご案内



●耐震補強工事を行うことにより、その工事費の一部を補助します。
（段階的に工事を行い耐震性を満足させる方法もあります）

あなたのお家の耐震化を進めましょう！

①耐震診断

木造住宅耐震化の支援制度の内容

ステップ１

1段階

②総合支援制度

段階型
耐震改修工事

2段階

●耐震診断を実施する費用を補助します。まずは、
耐震診断を行い住宅の地震に対する安全性を確認
しましょう。

★耐震改修設計＋耐震改修工事のパッケージ支援

診断費用 無料

最大115万円かつ
工事費の80% 補助

最大69万円かつ工事費の80% 補助

最大46万円かつ工事費の80% 補助

一般型
耐震改修工事

★補助対象について

●対象住宅 ：昭和56年5月31日以前に建築された住宅(戸建て、長屋及び共同住宅)

●申込み・問合せ先：対象住宅のある各市町村

●申請者 ：対象住宅の所有者又は居住者

ステップ２

★補助対象について

●対象住宅 ：昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
(地上階数が２以下、その他要件あり)

●申込み・問合せ先：新富町役場都市建設課建築係
℡0983-33-6017

●申請者 ：対象住宅の所有者又は居住者

住宅１棟につき耐震診断に必要な経費136,000円のうち、
6,000円を自己負担していただきます。
※自己負担額については、「一般財団法人 宮崎県建築
住宅センター」から6,000円の助成が受けられます。
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